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組合設立の手順
　組合を設立するためには、県や国等の行政庁の認可を受けるなど、一定の手続きが必要と
なります。
　組合設立の手続きは、組合の種類によって若干異なりますが、概ね次のような手順で設立
発起人が中心となって行います。

設立のご相談は最寄りの都道府県中央会までお問い合わせください。

開催日から
２週間以上

必ず空けること

発起人から
理事へ
事務引継ぎ

STEP 1

設立発起人の
選定

STEP 2

認可行政庁と
事前協議
（任意）

STEP 3

創立総会の
開催公告

STEP 4
創立総会

第１回
理事会の開催

STEP 6
設立登記

事業活動の
開始

STEP 5

設立認可申請

設立認可

ⅡⅡ 組合の設立、管理・運営

組合設立の手順1
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　事業協同組合や企業組合等を設立する際、その設立する組合の組合員になろうとする者が
最低４人集まる必要があります。そのなかから４人以上※が設立発起人となって設立行為を
行うことになります。発起人は、組合員になろうとする事業者のニーズをもとに、設立の目
的、事業計画や収支予算等の組合の設立に向けた準備を行います。
※�企業組合については、特定組合員（法人等）も加入することができますが、設立発起人は個人から選出

することが必要です。
※�中央会では、組合に関する法律の解釈や設立趣意書、定款、事業計画・収支予算等、設立に向けた準備

をお手伝いします。
※�組合の設立を通じて他の事業者と経営資源を共同で利用することにより生産性を向上させる取り組みを

行おうとする計画を策定し、経営力向上計画の認定を受けた事業者が、組合を設立する場合は、特例と
して、3人以上の設立発起人によって設立が可能です。

　組合を設立するためには、行政庁の認可が必要です。設立に必要な書類を所管行政庁と事
前協議しておくことで、認可手続きを円滑に進める準備をします。

　発起人は、設立について同意した者を集めて創立総会を開かなくてはなりません。
　創立総会を開催するには、開催日の２週間前までに創立総会の開催日時、場所および組合
の定款（案）、当日の議題等を発起人が公告する必要があります。
　創立総会では、定款の承認、事業計画および収支予算の設定等、組合設立に必要な事項を
議案として諮り決定します。それぞれの議案について必要な資料の準備を行うこととなりま
す。

　創立総会は、組合員となる資格を有する者で、創立総会開催の当日までに発起人に対して
設立の同意をした者の半数以上が出席（代理出席も含みます）することが要件です。また、
議案の決定は総議決権数の３分の２以上の賛成が必要となります。発起人から提出された議
案について創立総会にて修正することは可能ですが、定款のうち「地区」および「組合員た
る資格」に係る規定についての修正はできません。
　創立総会において理事・監事が選出されたあと、第１回理事会を開催して定款に定めた代
表理事（理事長）、副理事長、専務理事等を互選し、創立総会・理事会終了後は、ただちに
開催日時・場所、経過の要領およびその結果、議長の氏名等を記載した議事録を作成します。

設立発起人の選定STEP 1

認可行政庁と事前協議（任意）STEP2

創立総会の開催公告STEP 3

創立総会、第１回理事会開催STEP 4
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バーチャル組合総会・理事会について

43

　組合の総会や理事会は、以下のとおり分類することができます。
1 物理的な場所において開催されるリアル組合総会・理事会
2 �物理的な場所を定めるとともに、当該場所に在所しない理事や組合員等がインターネット等の

手段を用いて出席をすることができるハイブリッド型バーチャル組合総会・理事会
3 �物理的な場所を定めることなく、理事や組合員等がインターネット等の手段を用いて出席をす

るバーチャルオンリー型組合総会・理事会
　中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、商店街振興組合法に規定される組合
は、令和３年５月14日公布・施行の省令改正により、上記3のバーチャルオンリー型組合総会・
理事会を開催できるようになりました。
　ただし、バーチャル組合総会の実施にあたっては、以下の環境整備が必要とされています。

◦システム環境の整備
　バーチャル出席組合員が、インターネット等の手段を用いて、総会に出席し、審議に参加
し、議決権・選挙権を行使することができるシステム環境の整備が必要です。

◦通信障害の防止に向けた対応策等
　組合は、経済合理的な範囲において、あらかじめ通信障害の防止に向けた対応策や通信障害
が発生した場合の対応策を講じることが必要です。たとえば、以下の対応策が考えられます。
・通信障害が発生した場合を想定し、対処シナリオを準備すること
・電話会議システム等のバックアップ手段を確保すること
・事前に通信テスト等をすること
・事前の議決権行使を促すこと

◦事前の情報提供等
　組合は、組合員がバーチャル出席するために必要な情報提供等を行うことが必要です。た
とえば、以下の対応が考えられます。
・�組合員が総会にアクセスするために必要となる環境（通信速度、OSやアプリケーション等）

やアクセスするための手順（アクセス先URL、ID・パスワード等）の通知
・議決権行使や質問の方法等の通知
・バーチャル組合総会を開催した場合に通信障害が起こり得ることの告知

◦事前のルール整備
　バーチャル組合総会を適切・円滑に運営するためには、利用するシステムやサービス、招
集通知の記載事項や発送スケジュール、バーチャル出席組合員の議決権・選挙権行使の方法、
行為制限の内容等について、事前にルールを定めておくことが求められます。

　なお、定款に「場所」に関する規定を置いている組合については、上記3のバーチャルオンリー
型組合総会・理事会を開催するためには、当該定款を変更する必要があります。
※次の場合には、リアル組合総会またはハイブリット型バーチャル組合総会（「場所」を定めた総会）

を必ず開催しなければなりません。
　・創立総会（法律上、日時および「場所」を公告することが求められているため）
　・監事が辞任して最初に開催される総会（法律上、辞任した監事に「場所」を示して意見陳述の

機会を与える必要があるため）
※必ずしもバーチャル組合総会・理事会が望ましいものではありません。総会や理事会をどのように

開催するかについては、組合の規模等を踏まえ、各組合にとって望ましい手法を検討してください。
参考資料：経済産業省『バーチャル組合総会／理事会開催に関する実務指針』
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日本全国各地にて、同じ志を持つ組合員たちが一つの組織のもと
で連携し、組合のメリットを活かしながら、さらなる発展を目指
して真摯に事業に取り組んでいます。その一例をご紹介します。
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ⅢⅢ 全国で活躍する組合事例
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組合づくりのヒントが見つかる！
1,000件以上の組合活動事例を
検索できるシステムはこちら

全国47都道府県から毎年収集！
ニッポンのがんばる組合をまとめた
事例集「先進組合事例抄録」はこちら
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設立の動機・背景
　にかほ市は、秋田県の南西部
に位置し、南に鳥海山、西に日
本海を臨む、山と海に抱かれた
風光明媚な地域である。秋田県
は人口減少率が全国 1 位であ
り、にかほ市においても人口減
少、過疎化は無視できない問題
となっている。同市で商売を続
けていくため、同市を存続可能
なまちに、地域外から稼げるま
ちにすることを目的に、地元の
事業者（飲食店、製造業、小売業）に、代表理事として地域おこし協力隊出身の個人事業
主を加え、協同組合ニカホノサキは始動した。
　組織化にあたり、異業種連携ビジネスを行う主体として「事業協同組合」が適している
と考え、戦略的に選択された。その理由は第1に、組合員それぞれが自社事業を優先した
上で取り組めること。第2に、各組合員の色を変えず、別法人の名のもと新規事業に取り
組めること。第3に、組合のもつ社会的イメージから各種補助金等の助成を受けやすいこ
と。こうした組合の持つ“任意グループ以上株式会社未満”の適度な緩やかさと社会的地
位の高さに着目した選択であった。

ニカホの魅力を伝え、ニカホの魅力を伝え、
ニカホの価値を高め、ニカホの価値を高め、
ニカホに利益をニカホに利益を

協同組合ニカホノサキ
住所 〒0018-0322　秋田県にかほ市大竹字下後26番地

TEL 0184-74-3617	 URL https://nikahonosaki.studio.site/

設立年月日 令和３年７月２１日　	 出資金 400,000円

組合員数 4名	 業種 �飲食店、食品製造業、その他のサービス業

組
合
概
要

事業協同組合

CASE STUDYCASE STUDY

11

にかほの未来（さき）へ



Ⅲ 

全
国
で
活
躍
す
る
組
合
事
例

47

主な事業内容とその成果
　現在、当組合で実施する主な事業は

「高齢者向けフレンチ」の提供、「酒蔵
のブラウニー」の販売、「野外レストラ
ン」の実施の3つである。
　これらの事業は、にかほ市の地域活
性化を図りたいとして、組合員の持つ
個々の技術や知識が結集する、まさに
共同体である「組合」だから為し得て
いる。「ニカホノサキ」の名のもと、自
由に事業を実施することが可能となっ
た。その魅力あふれる事業は県外からも注目されており、野外レストランをきっかけに同
市を来訪する人のほか、高齢者フレンチや酒蔵ブラウニーをきっかけに同市を知る人も現
れている。当組合は地域の広告塔となりつつあり、その利益は組合員のみならず、地域経
済全体への貢献を果たしている。
　秋田県中央会では、組合設立から補助金の取得など、組合員が苦手としていた事務作業
について当組合が自走できるように伴走支援を続けている。それは支援機関と事業者の関
係性でなく、指導員も組合員の一員であるかのような関係性を有している。

今後の展開
　当組合では、にかほ市の魅力を後世に残すべく、今後も「地域活性化」を活動の軸とし、
地域の魅力を作り出せるような様々な事業に取り組んでいく。事業の拡大に伴う地域の雇
用創出にも貢献したい。そのためにも、軌道に乗り出した組合事業を持続可能なものにで
きる仕組みづくりについて模索していく。

組合ＨＰ

Dining With a View（屋外レストラン）

高齢者向けフレンチ
スプーン一杯の幸せプロジェクト

粕取焼酎と完熟いちじくのショコラテリーヌ
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設立の動機・背景
　かすみがうら市は、レンコンや果樹をはじめとす
る農業が盛んな地域である。しかし、農業は繁忙期
と閑散期の差が大きく、1農家で安定した雇用を生
み出すことが難しいことに加え、近年は地域の人口
減少と高齢化が進み、人手不足が深刻化していた。
　また、就農を目指す若者が、農地の確保や技術習
得等の難しさから離脱してしまうケースも多かっ
た。このような状況の中、小松﨑氏（初代・代表理
事）が、そうした農家と就農希望者の双方の問題を
解決する方法を模索する中で、業界情報誌を通じて

「特定地域づくり事業協同組合制度」の存在を知っ
た。同制度では、人材確保を図りやすい点、将来の
地域の農業を担う人材育成につながる点に大きな
魅力を感じ、設立を決意した。
　設立に際して、農業に対して同じ想いをもつ者に、熱意をもって本事業の構想を伝えた
ことで、発起人を集めることができた。また、他の先進的地域への視察や相談も設立の加
速化につながった。そして、茨城県中央会等の関係機関への相談を重ねながら、準備を円
滑に進めていき、令和7年1月に茨城県初の特定地域づくり事業協同組合を設立した。

地域の農業を担う人材の地域の農業を担う人材の
確保・育成を目指して確保・育成を目指して
～茨城県初の～茨城県初の
特定地域づくり事業協同組合～特定地域づくり事業協同組合～

かすみガウガウら協同組合
住所 〒300-0133　茨城県かすみがうら市中台450-24

TEL 029-844-8069	 URL https://kasumigaugaura.com/

設立年月日 令和7年1月17日　	 出資金 1,850,000円

組合員数 5名（うち小企業者数5名）	 業種 耕種農業

組
合
概
要

事業協同組合

CASE STUDYCASE STUDY

22

グラジオラスの出荷調整作業
をするワーカー

ねぎの出荷調整
作業をする
ワーカー
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主な事業内容とその成果
　「かすみガウガウら協同組合」（愛称：ガウガウ）
という組合名は、組合員から提案されたもので、
霞ケ浦にちなみ、親しみを感じてもらえる名称と
して採用した。恐竜をモチーフとしたデザインも
組合員の手によるものである。
　当組合では、第1期のマルチワーカーとして3
名雇い入れ、令和7年4月より組合員の農園への
派遣を開始した。
　派遣の計画は組合員とワーカーの双方の要望をもとに調整している。組合員はそれぞれ
異なる作物を扱っているため、ワーカーは季節ごとに異なる農園に派遣され、多様な作物
の栽培や経営形態に触れることができる。単に組合員の労働力を確保するだけでなく、人
材育成に注力している。
　令和7年5月には、組合を広く周知することによるマルチワーカーの確保と組合が今後
県内で設立された場合の連携を視野に「事業開始記念式典」を開催した。総勢約70名の
参加者を迎え、事業説明や意見交換を行った。同式典はテレビや新聞にも取り上げられる
など、組合の活動を広く周知することができた。

今後の展開
　現在は組合を設立して間もな
いため、発生した課題に1つ1つ
対応し、試行錯誤をしながら運営
を行っている。まずは、“ガウガ
ウ1期生”が当組合で技術を学ん
で育ったことの信頼感をもって
もらえるようにしていきたいと
考えている。また、ワーカーが安
心して働くことができる環境整
備に取り組みつつ、ワーカーと地域との交流にも取り組んでいく。
　さらに、今後ワーカーの増員を図る中で、都心部からの移住にもつなげられるよう、茨
城県の魅力の1つである「農業」を通じた情報発信に努めていく。

組合ＨＰ

ワーカー同士で協力して作業
をする様子

事業開始記念式典
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設立の動機・背景
　NPO法人としてキャンプ場の指定管理などの身延町の観光事業に関わる様々な事業を
引き受けていたが、新たな活動の体制を模索するなかで企業組合制度の存在を知った。企
業組合の組合員は議決権・選挙権が一人一票で皆が経営者となり、知恵と労働を持ち寄っ
て自らが仕事を作っていく、という企業組合の考え方に共感した。また、株式会社として
利益を追求するよりも社会的な活動もしたいという気持ちもあった。そして、自治体の認
可による公的な信頼が得られること、必要な出資金額に無理がないことにもメリットを感
じ、山梨県中央会の支援を受けて、令和3年5月に企業組合を設立した。

主な事業内容とその成果
　組合設立以来、身延
町が設置する指定管理
者制度導入施設（道の
駅しもべ・下部農村文
化公園、本栖湖いこい
の森キャンプ場）と身
延観光案内所の管理・
運営を受託している。

地域課題解決の担い手へ、地域課題解決の担い手へ、
知恵と労働を持ち寄って知恵と労働を持ち寄って
企業組合を設立企業組合を設立

企業組合みのぶ地域振興 Link300
住所 〒409-3105　山梨県南巨摩郡身延町釜額字川尻2035

TEL 0556-38-0559	 URL https://www.motosuko.jp/link300/

設立年月日 令和3年5月27日　	 出資金 1,150,000円

組合員数 7名	

業種 �身延町が設置する指定管理者制度導入施設（道の駅しもべ・下部農村文化公園、
本栖湖いこいの森キャンプ場）、身延観光案内所の管理・運営

組
合
概
要

企業組合

CASE STUDYCASE STUDY

33

道の駅しもべ売り場風景
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　NPO 法人時代には売店を運
営した経験がなかったが、小売
ノウハウ不足を新たな組合員
の参加によって解決すること
ができた。当組合員に道の駅の
売り場づくりをはじめ、売店ス
タッフへの指導、取引先との交
渉を中心となってもらうこと
で、売店事業を軌道にのせることができている。
　また、キャンプ場の指定管理が決定したタイミングでアニメ作品とのタイアップが発表
され、当初の想定以上の集客が確保できている。
　一方、冬場はキャンプ場等の閑散期であり、道の駅に立ち寄る客が少なく、イベントを
開催しても集客が難しい。そうした中、組合員のアイデアにより、地元素材を使った「味
噌づくり体験事業」を実施し、味噌を作るときと熟成して受け取るときの2回は目的を持っ
て立ち寄ることができる機会を設けるなどの工夫を講じている。

今後の展開
　今後は、キャンプ場におけるアニメ作品とのタイアップの寄与が大きいが、キャンプ場
としての知名度の確立を図っていくことが必要となっている。富士五湖周辺にはキャンプ
場が多数あり、グランピングなど新業態も生まれていることから、施設を所有する町の協
力を得て、顧客満足度を高めるための施設整備等を図っている。また、世代交代を視野に、
従事組合員やスタッフの給与・待遇面の向上を図るとともに、事業収入の増加を目指して
いく。

組合ＨＰ

キャンプ場での体験事業

味噌づくり体験事業
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設立の動機・背景
　三重県内の建具製作の中核を担う当組合は昭和41年に前身組織が設立され、平成7年
に現在の名称で法人化された。当組合では、技術の研鑽を目的として、毎年県内各地で「三
重県建具作品展示会」を開催している。今年で第46回を迎えた同展示会は、長期間にわ
たって継続開催されている全国的にも稀有な存在となっている。
　建具とは、引き戸や障子、ふすまなど部屋の仕切りとなる開閉式の設備を指す。伝統的
な技法で制作される建具は釘などの接合道具を使わずに木と木を組み合わせて作られ、住
宅における機能的役割を果たすとともに装飾的な要素も担ってきた。特に、三重県内で受
け継がれてきた「みえ組子」は、建具の木工技法として飛鳥時代から伝承されてきた伝統
工芸品であり、近年では、この伝統的な組子
の技法を活用し、建具やインテリアをはじ
め、デザイン雑貨として生活の多様な場面に
おける用途開発も行われている。

主な事業内容とその成果
　当組合は令和6年7月に「みえ組子」の三
重県伝統工芸品指定を申請し、県の審査会で
新規指定が認められた。県伝統工芸品の新規
指定は11年ぶりのことであった。

「みえ組子「みえ組子」」がが
三重県伝統工芸品に指定　三重県伝統工芸品に指定　
さらなるブランド価値向上、さらなるブランド価値向上、
技術継承へ技術継承へ

三重県建具工業協同組合
住所 〒514-0817　三重県津市高茶屋小森町991番地2

TEL 059-235-0388	 URL ─

設立年月日 平成7年9月1日　	 出資金 3,910,000円

組合員数 23名	 業種 建具製造業

組
合
概
要

事業協同組合

三重県指定伝統工芸品指定証
交付式の様子
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　従来、県の指定伝統工芸品制度は個別の事業所
単位での申請・指定が基本であった。そのため、
複数の事業所で構成される組合としての指定を
目指す当組合にとっては大きなハードルがあっ
た。加えて、「みえ組子」は地域の生活に根ざして受け継がれてきた伝統工芸であるがゆえ、
文献資料が乏しく、その歴史的背景や技術的特性を証明する作業には多くの労力を伴った。
こうした課題を乗り越えるため、当組合は約1年をかけて県担当者と綿密な調整を重ねた。
それぞれの事業所が所在する市町村から順次指定を受け、最終的に組合としての指定に
至った。
　「みえ組子」が三重県伝統工芸品の指定を受けたことにより、県との連携が強化され、
県主催イベントへの参画機会が増えている。最近では、大阪・関西万博において贈答用
コースターの製作・提供を行うなど、県の依頼による活動も展開している。このような取
組みは「みえ組子」の認知度向上に寄与しており、ブランド価値の向上につながっている。

今後の展開
　今後、当組合では「みえ組子」の指定基準を独自に策定し、各事業所においてブランド
マークを付した製品の製作を推進する方針である。これにより、「みえ組子」の認知度を
高め、組合員の売上向上につなげることを
目指している。あわせて、「みえ組子」ブラ
ンドを活用し、「伝統工芸士」などの専門資
格の取得を組合員に積極的に推奨すること
で、若手職人の育成と定着を図りたいと考
えている。これらの取組みを通じて、熟練
の技術を次世代へ継承し、組合の専門性と
魅力、そして持続可能性の向上を実現して
いく。

「みえ組子「みえ組子」」がが
三重県伝統工芸品に指定　三重県伝統工芸品に指定　
さらなるブランド価値向上、さらなるブランド価値向上、
技術継承へ技術継承へ

三重県建具作品展示会の様子

みえ組子コースター 組子製作の様子
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設立の動機・背景
　当組合は、蚊帳（かや）に使用する粗密度の生地を織る技術の継承や研鑽に努めてきた
企業により、奈良県の織物業の発展を目的として昭和22年2月に設立された。
　奈良県における蚊帳生地生産の歴史は古く、江戸時代末期に奈良市東部地域で麻の蚊帳
生地が織られていた。明治時代以降には木綿の蚊帳が普及し、生産性を上げるための機械
化が進んだ。
　その後、昭和期には夏の虫除けとして重用されていたが、時代の変遷につれ、環境衛生
の改善、建築様式や生活スタイルの変化を受け、蚊帳生地の生産量が大きく減少した。
　しかし、そうした中で、
組合員各社が工夫を凝ら
し、培われた蚊帳織りの
製織技術とともに、蚊帳
生地の優れた吸水性、速
乾性、通気性という機能
性を活かし、生活様式の
変化に合わせて新たな用
途を模索して広範な製品
へと進化させ、衣食住の
様々なシーンで活用され
ている。

「奈良の蚊帳織り「奈良の蚊帳織り」」ブランドのブランドの
確立確立、、技術継承、技術継承、
産地活性化に向けて産地活性化に向けて

奈良県織物工業協同組合
住所 〒635-0024　奈良県大和高田市日之出西本町6-23 センイ会館2階

TEL 0745-22-5000	 URL https://www.apparel-nara.com/orimono/

設立年月日 昭和22年2月28日	 出資金 3,234,000円

組合員数 15名	 業種 繊維業

組
合
概
要

事業協同組合

吸水性に優れたふきん
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主な事業内容とその成果
　近年、廃業等による組合員の減少が続き、グ
ローバル化の波が押し寄せて競争が激しくなる
中で、当組合では、組合員が価格形成力や交渉
力をもち、奈良県の伝統ある蚊帳織りの技術を
守りながら後世へ継承していくため、「奈良の蚊
帳織り」ブランドの確立を目指すことになった。
　具体的には、令和5年度にプロジェクト委員会
を設置し、「奈良の蚊帳織り」のロゴマーク、一般商標登録の申請、「奈良の蚊帳織り」ホー
ムページ作成（奈良県中央会の「組合等情報ツール整備支援事業」活用）等について検討・
協議を行った。奈良県のシンボルである“鹿”をあしらったロゴマークはスキルマーケッ
トサイトを利用し、デザインを募集して決定した。
　そして、蚊帳織り商品の本来の素晴らしさを利用者に認知してもらうことを目的に、令
和5年9月に「奈良の蚊帳織り NARA-NO-KAYAORI」の名称とロゴマークの商標登録
の出願を行い、出願から約1年を経て、令和6年9月、一般商標として登録された（登録
番号：第6846279号）。
　さらに、令和6年度には、全国中央会の「取引力強化推進事業」を活用して「奈良の蚊
帳織り」ブランドをＰＲするため、「奈良の蚊帳織りパンフレット」を作成し、広報活動
を拡大させた。

今後の展開
　当組合では、一般商標の登録後も、積極的に全
国各地のイベント参加、展示会出展、SNS開設を
行うなど、「奈良の蚊帳織り」の商標を活用し、産
地ブランドの普及促進に努めている。
　また、組合員企業が製造販売する蚊帳生地製品
のパッケージ等にブランドロゴマークシールを貼
るなど、奈良県産の蚊帳織り製品であることを強
調し、伝統ある蚊帳生地の織物産地が奈良にある
ことの知名度アップに向けてPRを行っている。
　当組合は「奈良の蚊帳織り」ブランドの普及拡大を図り、将来的には地域を代表するブ
ランドとして地域団体商標を取得したいと考えている。地域団体商標の取得によって機屋
のモチベーション向上、次世代のためのブランド確立を目指していく。

組合ＨＰ
商標登録証

（登録第6846279号）

奈良の蚊帳織り
ロゴマーク

展示会で『奈良の蚊帳織り』を
アピール
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設立の動機・背景
　当組合の織田代表理事は、高校卒業後、地元工務店に就職し注文住宅の営業職にやりが
いを感じていたが、病気を患い、退職を余儀なくされた。その後、広告会社で働いていた際、
女性が仕事を続ける大変さを実感したことをきっかけに、『理想の職場環境を誰かに求める
のではなく、自分たちでつくろう』と友人と起業を決意。当時、妊娠中に訪れた「おおい
たスタートアップセンター」で企業組合制度と大分県中央会の紹介を受けることができた。
　組合員の平等性に企業組合の魅力を感じ、『ママたちが働きやすい環境を』との想いを
実現させて産声をあげたのがママによるママのための企業組合Koaである。

主な事業内容とその成果
　当組合では、フリーマガジン発行をはじめ、イ
ベント企画運営、家づくりサポート、ライフプラ
ン作成サービスなど、子育て世代を中心とした多
様な事業活動を展開している。
　フリーマガジン『HANAMARU（はなまる）』
は「ママたちはママである前に１人ひとりがかけがえのない“はなまる”の存在。私たち
からママたちへ“はなまる”を届けたい」との想いから名付けられた。読者層は乳幼児を
育てるママが中心で、組合のメンバーも同じく育児中のママたちのため、リアルな視点か
ら「今、求められていること」を敏感に察知し、企画に反映できることが強みとなっている。

企業組合で想いを実現！企業組合で想いを実現！
ママによるママのためのママによるママのための
仕事づくりと環境づくり仕事づくりと環境づくり

企業組合 Koa
住所 〒870-0945　大分県大分市津守557-8 エクセル山一103

TEL 090-1272-8700（サロン）	 URL https://hanamaru-oita.jp/com/

設立年月日 令和３年11月25日　	 出資金 400,000円

組合員数 4名	

業種 フリーマガジン発行広告、イベント企画運営、家づくりサポート

組
合
概
要

企業組合

フリーマガジン『HANAMARU（はなまる）』
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現在は大分県全域エリアに５万部発行と規模
が拡大しつつあるが、一方的に情報を届ける
媒体ではなく、読者が参加・交流できる読者
とともに育てていくメディアとして成長でき
ている。
　また、イベント開催事業では、孤独を感じ
がちなママたちの居場所づくりとして、親子
で楽しめるランチビュッフェや料理教室などを開催。参加者募集からわずか数分で満席と
なるほどの人気を博す企画もある。他方、パパ向けのイベントが少ないため、はなまるで
は、ファミリー運動会などのパパも参加しやすいイベント企画にも注力しており、結果と
して、男性の積極的な育児参加の働きかけにつながっている。
　そして、住宅サポート事業では、織田代表理事の経験やノウハウを活かし、家づくりを
検討している子育て世帯に向けた相談やサポートを実施。初めて家を建てる時の不安解消
にもつながっている。

今後の展開
　令和７年１月に公式ウェブサイトを開設し、情報発信力や取引力の強化を図っている。
今後はこれまでの読者層から対象範囲を広げ、結婚・妊娠・出産前の世代に向けた出会い
支援イベント、小学生を育てる世代向けの習い事の送迎サービスなど、子育てに関わるよ
り多くの世代にサービスを提供できるような事業展開を構想している。
　無料で誰でもどこでも手に取れるフリーマガジンの特性を活かし、子育てに関する情報
を広く簡単に提供することで、大分県内の子育てに対する企業の意識改革をはじめ、若者
世代の子育てへのイメージの向上、男性の育児参加への勧奨にもつながっている。少子高
齢化が進む中、子育てがより身近に感じられる社会をつくる一助となるべく、今後も挑戦
を続けていく。

企業組合で想いを実現！企業組合で想いを実現！
ママによるママのためのママによるママのための
仕事づくりと環境づくり仕事づくりと環境づくり

組合ＨＰ
サロン

イベント風景
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 現場で活かせる ! 課題解決のヒント 
先進組合事例抄録（事例集）と組合事例検索システムのご紹介

　全国中央会では、組合等連携組織の現場で得られた知識やノウハウの共有に
より、組合等連携組織がさまざまな課題を乗り越えていく一助となるよう、都
道府県中央会と連携し、先進的な組合等連携組織の事例を収集しています。
　昭和57年以降、これまで6,800組合を超える事例が蓄積されています。
　収集した事例は、「先進組合事例抄録」として取りまとめられ、都道府県中央
会や全国中央会の会員をはじめとする関係者に配布されています。令和２年度
以降の事例集は全国中央会ホームページに掲載されており、平成11年度以降の
事例については、全国中央会ホームページの「組合事例検索システム」にも反
映されています。
　以下のＱＲコードからご覧いただけますので、是非一度ご活用ください！

令和６年度のテーマ

①支援機関と連携して組合活動が活性化した
　事例
②販路開拓に取り組んだ事例
③特徴ある組合事例

先進組合事例抄録　PDF版はこちら 組合事例検索システムはこちら
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 組合事例検索システムの使い方 
　本会ホームページでは、先進組合事例抄録に掲載されている組合の取組み事
例を検索できます。キーワード検索や都道府県、組合形態、業種、収集年度等、
さまざまな視点から参考となる事例を探すことができます。各事例について、
より詳細な情報が知りたい方は、全国中央会または都道府県中央会までお問い
合わせください。

①全国中小企業団体中央会のホームページ
を開きます。

③検索に合った事例の概要が一覧で出てき
ます。さらに詳しく読みたい場合は、事
例タイトルの上を押します。

②キーワードを入れたり、業種・地域を選
んだりして、青い検索ボタンを押します。

④事例集（先進組合事例抄録）に掲載され
たページが出てきます。

必要な情報をサッと見つける！
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組織の
種類組織

の内容

事業協同組合
（事業協同小組合） 企業組合 信用協同組合 商工組合 協業組合 商店街振興組合 生活衛生同業組合 有限責任事業組合（LLP） 労働者協同組合 一般社団法人 一般財団法人 NPO法人 株式会社

目的
組合員の経営の近代
化・合理化・経済活動
の機会の確保

組合員の働く場の確
保、経営の合理化

資金の貸付、預金の受
入れ

組合員の事業の改善発
達

組合員の事業を統合、規
模を適正化し、生産性向
上、共同利益の増進

商店街地域の環境整備
組合員の事業の生活
衛生の水準向上、資
格事業の改善

利益追求企業の連携や専
門的な能力を持った人材
による共同事業の振興

多様な就労の機会の
創出、持続可能で活
力ある地域社会の実
現

設立時に定款に定め
た目的

設立時に定款に定め
た目的

NPO法所定の特定非営利
活動促進による公益の増
進（営利を目的としない）

利益追求

事業 組合員の事業を支える
共同事業

商業、工業、鉱業、運
送業、サービス業、農
業等の事業経営

組合員に対する資金の
貸付、預金・定期積金
の受入れ、その他

指導教育、調査研究、
共同経済事業（出資組
合のみ）

組合員の事業の統合、関
連事業、附帯事業

商店街の環境整備、共同
経済事業

生活衛生の適正化事
業、指導、検査事業、
その他

企業同士のジョイント・
ベンチャーや専門的な能
力を持つ人材による共同
事業

持続可能で活力ある
地域社会の実現に資
する事業（労働者派
遣事業はできない）

定 款 に 掲 げ る 事 業
（剰余金や残余財産
の分配を受ける権利
を付与することはで
きない）

定 款 に 掲 げ る 事 業
（剰余金や残余財産
の分配を受ける権利
を付与することはで
きない）

NPO 法第２条第１項別
表に規定する 20 の活動
であって、不特定かつ多
数のものの利益の増進に
寄与する事業

定款に掲げる事業

性格 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 物的結合体 人的結合体 物的結合体

１組合員の
出資限度

100分の25（合併・
脱退の場合100分の
35）

100 分 の 25（合 併・
脱退の場合 100 分の
35）

100分の10
100 分 の 25（合 併・
脱退の場合 100 分の
35）

100 分の 50（中小企業
者でないもの全員の出資
総額は100分の50未満）

100分の25 100分の25 ない 100 分 の 25（脱 退
の場合100分の35）

議決権 出資額に拠らず平等
（１人１票）

出資額に拠らず平等
（１人１票）

出資額に拠らず平等
（１人１票）

出資額に拠らず平等
（１人１票）

出資額に拠らず平等
（ただし定款で定めれば平

等割と出資割の併用可）

出資額に拠らず平等
（１人１票）

出資額に拠らず平等
（１人１票） 組合員全員の一致で決定 出資額に拠らず平等

（1人1票）
平等（ただし定款で
定めれば変更可） 役員又は評議員のみ 平等（１人１票） 出資別

（１株１票）

配当 利用分量配当及び１割
までの出資配当

従事分量配当及び２割
までの出資配当

利用分量配当及び１割
までの出資配当

利用分量配当及び１割
までの出資配当

定款に定めた場合を除き
出資配当

利用分量配当及び１割ま
での出資配当

利用分量配当及び１
割までの出資配当 従事分量配当 できない できない できない 出資配当

設立要件 ４人以上の事業者が発
起人となる

４人以上の個人が発起
人となる

300 人 以 上 が 加 入 す
る こ と、 出 資 金 が
1,000 万 円 以 上（東
京都ほか金融庁長官が
指定する人口 50 万人
以上の市は 2,000 万
円以上）であること

１都道府県以上の区域
を地区として地区内で
資格事業を行う者の２
分の１以上が加入する
こと

４人以上の事業者が参加
すること

１都道府県以内の区域を
地区として小売商業又は
サービス業を営む事業者
の 30 人以上が近接して
その事業を営むこと

都道府県毎に一個の
組合員資格事業者の
３分の２以上が加入
すること

２人以上の個人又は法人
が参加すること、組合契
約書を作成しこれを登記
すること

3 人以上の個人が発
起人となる ２人以上

１人でも可能、設立
者が財産（価額300
万円以上）を拠出、
設立時評議員及び設
立時理事はそれぞれ
３人以上

10 人以上の社員がいる
こと、理事３名以上及び
監事１名以上が必要

資本金１円以上
１人以上

行政の
認可 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 不要 不要 不要 不要 不要（認証は必要） 不要

加入資格

自由加入
（定款に定める地区内
で事業を行う小規模事
業 者（概 ね 中 小 企 業
者））

自由加入
（法人は、総組合員の
４分の１以内）

自由加入
（地区内の小規模事業
者（概ね中小企業者）
又は地区内居住所を有
する者、勤労者）

自由加入
（地区内において資格
事業を営む中小企業者
及び定款に定めたとき
は３分の１未満の中小
企業者以外の者）

総会の承諾が必要
（中小企業者（組合員の
推定相続人を含む）及び
定款で定めたときは４分
の１以内の中小企業者以
外の者）

自由加入
（地区内で小売商業又は
サービス業を営む者及び
定款で定めたときはこれ
以外の者）

自由加入
（地区内で資格事業
を営む者）

加入は組合員全員の一致
で決定。資格は特に制限
なし（ただし、法人が組
合員となる場合は、自然
人の職務執行者を定める
こと）組合員には業務執
行への参加義務あり

自由加入（定款に定
める個人）

外部からの社員参加
は原則自由（定款で
制限可）

（個人又は法人）

自由
（個人又は法人）

外部からの社員参加は原
則自由 無制限

責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任

設立時社員、設立時
理事又は設立時監事
の負う責任は、総社
員の同意がなければ
免除されない

設立者、設立時理事
又は設立時監事の負
う責任は、総評議員
の同意がなければ免
除されない

出資をしていないため責
任なし 有限責任

任意脱退 自由 自由 自由 自由 持分譲渡による 自由 自由 やむを得ない理由がある
場合のみ可能 自由 自由 自由 自由 株式の譲渡による

組合員比率 ない 全従業員の３分の１以
上が組合員 ない ない ない ない ない ない 全従業員の４分の３

以上が組合員

従事比率 ない 全組合員の２分の１以
上が組合事業に従事 ない ない ない ない ない ない

総組合員の５分の４
以上が組合事業に従
事

役員総数のうち、３親等
内の親族が３分の１を超
えて含まれてはいけない

員外利用
限度

原則として組合員の利
用分量の 100 分の 20
まで（特例あり）

資金の貸付・預金の受
入れは、貸出総額・預
金の総額の 100 分の
20まで

共同経済事業のみ適用
され、原則として組合
員 の 利 用 分 量 の 100
分の 20 まで（特例あ
り）

組合員の利用分量の
100分の20まで

組合員の利用分量の
100分の20まで

根拠法 中小企業等協同組合法（制定：昭和24年） 中小企業等協同組合法
（制定：昭和24年）

中小企業団体の組織に関する法律
（制定：昭和32年）

商店街振興組合法
（制定：昭和37年）

生活衛生関係営業の
運営の適正化及び振
興に関する法律（制
定：昭和32年）

有限責任事業組合契約に
関する法律

（制定：平成17年）

労 働 者 協 同 組 合 法
（制定：令和２年）

一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律

（制定：平成18年）

特定非営利活動促進法
（制定：平成10年）

会社法
（制定：平成17年）
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組織の
種類組織

の内容

事業協同組合
（事業協同小組合） 企業組合 信用協同組合 商工組合 協業組合 商店街振興組合 生活衛生同業組合 有限責任事業組合（LLP） 労働者協同組合 一般社団法人 一般財団法人 NPO法人 株式会社

目的
組合員の経営の近代
化・合理化・経済活動
の機会の確保

組合員の働く場の確
保、経営の合理化

資金の貸付、預金の受
入れ

組合員の事業の改善発
達

組合員の事業を統合、規
模を適正化し、生産性向
上、共同利益の増進

商店街地域の環境整備
組合員の事業の生活
衛生の水準向上、資
格事業の改善

利益追求企業の連携や専
門的な能力を持った人材
による共同事業の振興

多様な就労の機会の
創出、持続可能で活
力ある地域社会の実
現

設立時に定款に定め
た目的

設立時に定款に定め
た目的

NPO法所定の特定非営利
活動促進による公益の増
進（営利を目的としない）

利益追求

事業 組合員の事業を支える
共同事業

商業、工業、鉱業、運
送業、サービス業、農
業等の事業経営

組合員に対する資金の
貸付、預金・定期積金
の受入れ、その他

指導教育、調査研究、
共同経済事業（出資組
合のみ）

組合員の事業の統合、関
連事業、附帯事業

商店街の環境整備、共同
経済事業

生活衛生の適正化事
業、指導、検査事業、
その他

企業同士のジョイント・
ベンチャーや専門的な能
力を持つ人材による共同
事業

持続可能で活力ある
地域社会の実現に資
する事業（労働者派
遣事業はできない）

定 款 に 掲 げ る 事 業
（剰余金や残余財産
の分配を受ける権利
を付与することはで
きない）

定 款 に 掲 げ る 事 業
（剰余金や残余財産
の分配を受ける権利
を付与することはで
きない）

NPO 法第２条第１項別
表に規定する 20 の活動
であって、不特定かつ多
数のものの利益の増進に
寄与する事業

定款に掲げる事業

性格 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 物的結合体 人的結合体 物的結合体

１組合員の
出資限度

100分の25（合併・
脱退の場合100分の
35）

100 分 の 25（合 併・
脱退の場合 100 分の
35）

100分の10
100 分 の 25（合 併・
脱退の場合 100 分の
35）

100 分の 50（中小企業
者でないもの全員の出資
総額は100分の50未満）

100分の25 100分の25 ない 100 分 の 25（脱 退
の場合100分の35）

議決権 出資額に拠らず平等
（１人１票）

出資額に拠らず平等
（１人１票）

出資額に拠らず平等
（１人１票）

出資額に拠らず平等
（１人１票）

出資額に拠らず平等
（ただし定款で定めれば平

等割と出資割の併用可）

出資額に拠らず平等
（１人１票）

出資額に拠らず平等
（１人１票） 組合員全員の一致で決定 出資額に拠らず平等

（1人1票）
平等（ただし定款で
定めれば変更可） 役員又は評議員のみ 平等（１人１票） 出資別

（１株１票）

配当 利用分量配当及び１割
までの出資配当

従事分量配当及び２割
までの出資配当

利用分量配当及び１割
までの出資配当

利用分量配当及び１割
までの出資配当

定款に定めた場合を除き
出資配当

利用分量配当及び１割ま
での出資配当

利用分量配当及び１
割までの出資配当 従事分量配当 できない できない できない 出資配当

設立要件 ４人以上の事業者が発
起人となる

４人以上の個人が発起
人となる

300 人 以 上 が 加 入 す
る こ と、 出 資 金 が
1,000 万 円 以 上（東
京都ほか金融庁長官が
指定する人口 50 万人
以上の市は 2,000 万
円以上）であること

１都道府県以上の区域
を地区として地区内で
資格事業を行う者の２
分の１以上が加入する
こと

４人以上の事業者が参加
すること

１都道府県以内の区域を
地区として小売商業又は
サービス業を営む事業者
の 30 人以上が近接して
その事業を営むこと

都道府県毎に一個の
組合員資格事業者の
３分の２以上が加入
すること

２人以上の個人又は法人
が参加すること、組合契
約書を作成しこれを登記
すること

3 人以上の個人が発
起人となる ２人以上

１人でも可能、設立
者が財産（価額300
万円以上）を拠出、
設立時評議員及び設
立時理事はそれぞれ
３人以上

10 人以上の社員がいる
こと、理事３名以上及び
監事１名以上が必要

資本金１円以上
１人以上

行政の
認可 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 不要 不要 不要 不要 不要（認証は必要） 不要

加入資格

自由加入
（定款に定める地区内
で事業を行う小規模事
業 者（概 ね 中 小 企 業
者））

自由加入
（法人は、総組合員の
４分の１以内）

自由加入
（地区内の小規模事業
者（概ね中小企業者）
又は地区内居住所を有
する者、勤労者）

自由加入
（地区内において資格
事業を営む中小企業者
及び定款に定めたとき
は３分の１未満の中小
企業者以外の者）

総会の承諾が必要
（中小企業者（組合員の
推定相続人を含む）及び
定款で定めたときは４分
の１以内の中小企業者以
外の者）

自由加入
（地区内で小売商業又は
サービス業を営む者及び
定款で定めたときはこれ
以外の者）

自由加入
（地区内で資格事業
を営む者）

加入は組合員全員の一致
で決定。資格は特に制限
なし（ただし、法人が組
合員となる場合は、自然
人の職務執行者を定める
こと）組合員には業務執
行への参加義務あり

自由加入（定款に定
める個人）

外部からの社員参加
は原則自由（定款で
制限可）

（個人又は法人）

自由
（個人又は法人）

外部からの社員参加は原
則自由 無制限

責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任

設立時社員、設立時
理事又は設立時監事
の負う責任は、総社
員の同意がなければ
免除されない

設立者、設立時理事
又は設立時監事の負
う責任は、総評議員
の同意がなければ免
除されない

出資をしていないため責
任なし 有限責任

任意脱退 自由 自由 自由 自由 持分譲渡による 自由 自由 やむを得ない理由がある
場合のみ可能 自由 自由 自由 自由 株式の譲渡による

組合員比率 ない 全従業員の３分の１以
上が組合員 ない ない ない ない ない ない 全従業員の４分の３

以上が組合員

従事比率 ない 全組合員の２分の１以
上が組合事業に従事 ない ない ない ない ない ない

総組合員の５分の４
以上が組合事業に従
事

役員総数のうち、３親等
内の親族が３分の１を超
えて含まれてはいけない

員外利用
限度

原則として組合員の利
用分量の 100 分の 20
まで（特例あり）

資金の貸付・預金の受
入れは、貸出総額・預
金の総額の 100 分の
20まで

共同経済事業のみ適用
され、原則として組合
員 の 利 用 分 量 の 100
分の 20 まで（特例あ
り）

組合員の利用分量の
100分の20まで

組合員の利用分量の
100分の20まで

根拠法 中小企業等協同組合法（制定：昭和24年） 中小企業等協同組合法
（制定：昭和24年）

中小企業団体の組織に関する法律
（制定：昭和32年）

商店街振興組合法
（制定：昭和37年）

生活衛生関係営業の
運営の適正化及び振
興に関する法律（制
定：昭和32年）

有限責任事業組合契約に
関する法律

（制定：平成17年）

労 働 者 協 同 組 合 法
（制定：令和２年）

一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律

（制定：平成18年）

特定非営利活動促進法
（制定：平成10年）

会社法
（制定：平成17年）
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名　　　称 所　在　地 電話番号 FAX番号
北海道�
中小企業団体中央会

〒060-0001　�札幌市中央区北1条西7�
プレスト1・7ビル 011（231）1919 011（271）1109

青森県�
中小企業団体中央会

〒030-0802　�青森市本町2-9-17�
青森県中小企業会館4F 017（777）2325 017（773）5582

岩手県�
中小企業団体中央会

〒020-0878　�盛岡市肴町4-5�
カガヤ肴町ビル2F 019（624）1363 019（624）1266

宮城県�
中小企業団体中央会

〒980-0011　�仙台市青葉区上杉1-14-2�
宮城県商工振興センター 1F 022（222）5560 022（222）5557

秋田県�
中小企業団体中央会

〒010-0923　�秋田市旭北錦町1-47�
秋田県商工会館5F 018（863）8701 018（865）1009

山形県�
中小企業団体中央会

〒990-8580　�山形市城南町1-1-1�
霞城セントラル14F 023（647）0360 023（647）0362

福島県�
中小企業団体中央会

〒960-8053　�福島市三河南町1-20�
コラッセふくしま10F 024（536）1261 024（536）1217

茨城県�
中小企業団体中央会

〒310-0801　�水戸市桜川2-2-35�
茨城県産業会館8F 029（224）8030 029（224）6446

栃木県�
中小企業団体中央会

〒320-0806　�宇都宮市中央3-1-4�
栃木県産業会館3F 028（635）2300 028（635）2302

群馬県�
中小企業団体中央会

〒371-0026　�前橋市大手町3-3-1�
群馬県中小企業会館内 027（232）4123 027（234）2266

埼玉県�
中小企業団体中央会

〒330-8669　�さいたま市大宮区桜木町1-7-5�
大宮ソニックシティ9F 048（641）1315 048（644）8065

千葉県�
中小企業団体中央会

〒260-0015　�千葉市中央区富士見2-22-2�
千葉中央駅前ビル3F 043（306）3281 043（227）0566

東京都�
中小企業団体中央会

〒104-0061　�中央区銀座2-10-18�
東京都中小企業会館内 03（3542）0386 03（3545）2190

神奈川県�
中小企業団体中央会

〒231-0015　�横浜市中区尾上町5-80�
神奈川中小企業センター 9F 045（633）5131 045（633）5139

新潟県�
中小企業団体中央会

〒951-8131　�新潟市中央区白山浦1-636-30�
新潟県中小企業会館2F 025（267）1100 025（267）1386

長野県�
中小企業団体中央会

〒380-0936　�長野市中御所岡田131-10�
長野県中小企業会館4F 026（228）1171 026（228）1184

山梨県�
中小企業団体中央会

〒400-0035　�甲府市飯田2-2-1�
山梨県中小企業会館4F 055（237）3215 055（237）3216

静岡県�
中小企業団体中央会

〒420-0853　�静岡市葵区追手町44-1�
静岡県産業経済会館内 054（254）1511 054（255）0673

愛知県�
中小企業団体中央会

〒450-0002　�名古屋市中村区名駅4-4-38�
愛知県産業労働センター（ウインクあいち）16F 052（485）6811 052（485）9199

岐阜県�
中小企業団体中央会

〒500-8384　�岐阜市藪田南5-14-53�
岐阜県県民ふれあい会館9F 058（277）1100 058（273）3930

三重県�
中小企業団体中央会

〒514-0004　�津市栄町1-891�
三重県合同ビル6F 059（228）5195 059（228）5197

富山県�
中小企業団体中央会

〒930-0083　�富山市総曲輪2-1-3�
富山商工会議所ビル6F 076（424）3686 076（422）0835

石川県�
中小企業団体中央会

〒920-8203　�金沢市鞍月2-20 �
石川県地場産業振興センター新館5F 076（267）7711 076（267）7720

福井県�
中小企業団体中央会

〒910-0005　�福井市大手3-12-20�
冨田第一生命ビル3F 0776（23）3042 0776（27）3058
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滋賀県�
中小企業団体中央会

〒520-0806　�大津市打出浜2-1�
コラボしが21 5F 077（511）1430 077（525）5537

京都府�
中小企業団体中央会

〒600-8009　�京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78　
京都経済センター 3F 075（708）3701 075（708）3725

奈良県�
中小企業団体中央会

〒631-0824　�奈良市西大寺南町8-33�
奈良商工会議所会館3F 0742（41）3200 0742（41）0125

大阪府�
中小企業団体中央会

〒540-0029　�大阪市中央区本町橋2-5�
マイドームおおさか6F 06（6947）4370 06（6947）4374

兵庫県�
中小企業団体中央会

〒650-0011　�兵庫県神戸市中央区下山手通6-3-28�
兵庫県中央労働センター 1F 078（958）6015 078（958）6016

和歌山県�
中小企業団体中央会

〒640-8152　�和歌山市十番丁19�
Wajima十番丁4F 073（431）0852 073（431）4108

鳥取県�
中小企業団体中央会

〒680-0845　�鳥取市富安1-96�
中央会会館内 0857（26）6671 0857（27）1922

島根県�
中小企業団体中央会

〒690-0886　�松江市母衣町55-4�
島根県商工会館内 0852（21）4809 0852（26）5686

岡山県�
中小企業団体中央会

〒700-0817　�岡山市北区弓之町4-19-202�
岡山県中小企業会館2F 086（224）2245 086（232）4145

広島県�
中小企業団体中央会

〒730-0011　�広島市中区基町5-44�
広島商工会議所ビル6F 082（228）0926 082（228）0925

山口県�
中小企業団体中央会

〒753-0074　�山口市中央4-5-16�
山口県商工会館内 083（922）2606 083（925）1860

徳島県�
中小企業団体中央会

〒770-8550　�徳島市南末広町5-8-8�
徳島経済産業会館（KIZUNAプラザ）3F 088（654）4431 088（625）7059

香川県�
中小企業団体中央会

〒760-8562　�高松市福岡町2-2-2-401�
香川県産業会館4F 087（851）8311 087（822）4377

愛媛県�
中小企業団体中央会

〒791-1101　�松山市久米窪田町337-1�
テクノプラザ愛媛3F 089（955）7150 089（975）3611

高知県�
中小企業団体中央会

〒781-5101　�高知市布師田3992-2�
高知県中小企業会館4F 088（845）8870 088（845）2434

福岡県�
中小企業団体中央会

〒812-0046　�福岡市博多区吉塚本町9-15�
福岡県中小企業振興センター 9F 092（622）8780 092（622）6884

佐賀県�
中小企業団体中央会

〒840-0826　�佐賀市白山2-1-12�
佐賀商工ビル6F 0952（23）4598 0952（29）6580

長崎県�
中小企業団体中央会

〒850-0031　�長崎市桜町4-1�
長崎商工会館9F 095（826）3201 095（821）8056

熊本県�
中小企業団体中央会

〒860-0801　�熊本市中央区安政町3-13�
熊本県商工会館6F 096（325）3255 096（325）6949

大分県�
中小企業団体中央会

〒870-0026　�大分市金池町3-1-64�
大分県中小企業会館4F 097（536）6331 097（537）2644

宮崎県�
中小企業団体中央会

〒880-0013　�宮崎市松橋2-4-31�
宮崎県中小企業会館3F 0985（24）4278 0985（27）3672

鹿児島県�
中小企業団体中央会

〒892-0853　�鹿児島市城山町1-24　�
鹿児島県中小企業会館2F 099（222）9258 099（225）2904

沖縄県�
中小企業団体中央会

〒900-0011　�那覇市字上之屋303-8 098（860）2525 098（862）2526

全国�
中小企業団体中央会

〒104-0033　�中央区新川1-26-19�
全中・全味ビル 03（3523）4901 03（3523）4909
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